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現地立会いと
境界杭打設

事業に必要なその土地に
関係する方々（土地所有
者の方など）に現地で立
会いただき、それぞれの土
地の境界を確定し、

びょう

杭（金属鋲など）を打た
せていただきます。

土地・
じょうりょう

丈量図作成

用地取得（借地を含む）
する土地の区域や面積を
確定するため、土地の測量
を実施し丈量図（買収す
る土地の面積を表した図
面）を作成します。

建物等の
調査

用地取得（借地を含む）す
る土地にある建物などは移転
や撤去などをしていただくこと
になりますので適正な補償額
を算定するため、現況の建物
などを詳しく調べさせていただ
きます。

土地・物件
調書作成

土地と建物の調書を
作成します。

税務署との
事前協議

公共事業用地取得に
伴う譲渡所得税の特
例を受けるために税務
署と事前協議をします。

土地の評価・
建物の補償金算定

土地の評価は地価公示、基準地価格、
相続税路線価、取引実例及び不動産鑑
定士等の鑑定評価等を参考にします。
また、物件については、損失補償基準等に
より建物や工作物などの移転費用・撤去
費用及びその他移転に伴う損失補償額を
算定させていただきます。

事業計画の概要、
事業の工程、測量、
用地取得などについ
て、ご理解をいただく
ために、説明会を行
います。

補償金額の
提示

土地代金及び物件
の補償金の金額及
び内容を提示します。

土地の所有
権移転登記

所有権移転登記は市
が行います。

建物等の
解体撤去・
土地の引渡し

建物（物件）の
移転及び解体撤去

めっしつ

ならびに滅失登記は、
権利者の方で、お願
いします。

建物等の
解体撤去・
借地の引渡し

建物（物件）の
移転及び解体撤去
は、権利者の方で、
お願いします。

○仮線用地で借地をお願い
する方／
建物のある方は物件移転
補償契約書、土地賃貸借
契約書
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都市計画決定

用地借地

契約締結及び
必要書類の
提出

誓約書、支払い必要書類など
の押印、記入の上、提出して
いただきます。

○土地所有者／
土地売買契約書

○建物などの所有者／
物件移転補償契約書
○借地権のある方／
権利消滅に関する契約書
○借地や間借をしている方

たちのき

／立退補償契約書

住宅等がある場
合土地・建物の
補償金の一部を
前払いします。

借地の協議

借地の内容を提示します。
（借地料、借地場所、
面積、期間など）

■用地取得の進め方
※太枠で囲まれている項目は、所有者の方にご協力いただく部分になります。

抵当権等
抹消登記

土地に抵当権等の登
記のある場合は契約
代金支払い前に土地
所有者により抹消が
必要です。

お問い合わせ先

■事業に関すること
堺市 建設局 道路部 連続立体推進課
TEL：072-228-7573

■用地取得に関すること
堺市 建設局 用地部 用地第二課
TEL：072-228-8325


